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画
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

衆
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中
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智
子
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処
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プ
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マ
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一 

 



 

 

二 

衆
議
院
議
員
中
川
智
子
君
提
出
高
速
増
殖
炉
も
ん
じ
ゅ
・
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
固
化
処
理
施
設
の
安
全
審
査
と
プ
ル 

サ
ー
マ
ル
計
画
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
の
1
に
つ
い
て 

原
子
力
安
全
委
員
会
原
子
炉
安
全
専
門
審
査
会
研
究
開
発
用
炉
部
会
高
速
増
殖
原
型
炉
も
ん
じ
ゅ
ナ
ト
リ
ウ
ム
漏
え
い 

ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
が
平
成
八
年
九
月
十
九
日
付
け
で
取
り
ま
と
め
た
報
告
書
「
動
力
炉
・
核
燃
料
開
発
事
業
団
高
速
増

殖
原
型
炉
も
ん
じ
ゅ
二
次
系
ナ
ト
リ
ウ
ム
漏
え
い
事
故
に
関
す
る
調
査
審
議
の
状
況
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
は
、
高
速
増
殖

原
型
炉
も
ん
じ
ゅ
（
以
下
「
も
ん
じ
ゅ
」
と
い
う
。
）
の
原
子
炉
設
置
許
可
申
請
書
等
の
考
え
方
に
従
い
、
も
ん
じ
ゅ
の
異 

 
 

常
時
運
転
手
順
書
が
作
成
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
旨
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
科
学
技
術
庁
原
子
力
安
全
局
原
子
炉
規
制

課
に
お
い
て
も
、
も
ん
じ
ゅ
の
異
常
時
運
転
手
順
書
が
も
ん
じ
ゅ
の
原
子
炉
設
置
許
可
申
請
書
等
の
考
え
方
に
従
い
作
成
さ

れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
、
両
者
の
見
解
は
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
。 

ま
た
、
原
子
炉
設
置
者
は
、
主
務
大
臣
の
設
置
の
許
可
を
受
け
た
原
子
炉
に
係
る
設
置
許
可
申
請
書
の
記
載
事
項
（
以
下

「
原
子
炉
設
置
許
可
申
請
書
記
載
事
項
」
と
い
う
。
）
に
従
う
必
要
が
あ
る
。 

一
の
2
に
つ
い
て 



 

原
子
炉
等
規
制
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
原
子
炉
設
置
者
が
主
務
大
臣
の
設
置
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
事
項
を
許
可
を
受
け
る
こ
と
な
く
変
更
し
た
こ
と
が
同
法
第
六
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
立
入
検
査
等
に

よ
り
判
明
し
た
場
合
、
同
法
第
三
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
主
務
大
臣
は
設
置
の
許
可
を
取
り
消
し
、
又
は
運
転
の 

原
子
炉
設
置
者
は
、
原
子
炉
設
置
許
可
申
請
書
記
載
事
項
に
従
う
必
要
が
あ
る
。
原
子
炉
設
置
者
は
、
原
子
炉
設
置
許
可

申
請
書
記
載
事
項
の
う
ち
、
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百

六
十
六
号
。
以
下
「
原
子
炉
等
規
制
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
三
条
第
二
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
又
は
第
八
号
に
掲
げ 

 

る
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
同
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
主
務
大
臣
の
許
可
を
受
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
同
法
第
二
十
三
条
第
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
工
場
又
は
事
業
所
の
名

称
の
み
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
原
子
炉
設
置
者
は
、
原
子
炉
設
置
許

可
申
請
書
記
載
事
項
の
う
ち
、
同
法
第
三
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
場
合
を
除
き
、
同
法
第
二
十
三
条
第
二
項
第
一
号
、

第
六
号
又
は
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
を
変
更
し
た
と
き
は
、
同
法
第
二
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
そ
の
旨
を
主
務

大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
お
り
、
同
法
第
二
十
三
条
第
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
工
場
又
は

事
業
所
の
名
称
の
み
を
変
更
し
た
と
き
も
同
様
と
さ
れ
て
い
る
。 

三 

 



 

一
の
3
に
つ
い
て 

停
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
、
同
法
第
七
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
原
子
炉
設
置
者
は
一
年
以
下
の
懲
役
等
に
処
せ
ら
れ 

る
。
ま
た
、
同
法
第
二
十
六
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
原
子
炉
設
置
者
が
主
務
大
臣
に
変
更
の
届
出
を
行
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
の
届
出
を
怠
っ
た
こ
と
が
同
法
第
六
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
立
入
検
査
等
に
よ
り
判
明

し
た
場
合
、
同
法
第
八
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
原
子
炉
設
置
者
は
過
料
に
処
せ
ら
れ
る
。
も
ん
じ
ゅ
の
原
子
炉
設
置
許
可

申
請
書
の
記
載
事
項
に
つ
い
て
は
、
原
子
炉
設
置
者
が
主
務
大
臣
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
を
許
可
を
受
け

る
こ
と
な
く
変
更
し
た
事
実
や
主
務
大
臣
に
変
更
の
届
出
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
の
届
出
を
怠
っ
た
事
実
は
な 

い
。 ま

た
、
御
指
摘
の
「
も
ん
じ
ゅ
の
場
合
、
動
燃
は
、
二
次
系
ナ
ト
リ
ウ
ム
漏
洩
に
際
し
、
漏
洩
ル
ー
プ
の
ナ
ト
リ
ウ
ム
ド

レ
ン
に
必
要
な
二
次
ナ
ト
リ
ウ
ム
充
填
ド
レ
ン
系
機
器
（
主
に
弁
等
に
用
い
ら
れ
て
い
る
電
気
計
装
品
）
の
機
能
維
持
を
図

る
た
め
、
緊
急
ド
レ
ン
に
必
要
な
弁
操
作
完
了
ま
で
は
換
気
装
置
は
止
め
な
い
設
計
・
運
転
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
採
用
し
て
い 

た
」
と
の
事
実
は
な
い
。 

原
子
炉
等
規
制
法
に
お
い
て
は
、
原
子
炉
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
者
等
又
は
主
務
大
臣
の
許
可
を
受
け
た
原
子
炉
等
に
係 

四 

 



 

る
設
置
許
可
申
請
書
等
に
記
載
さ
れ
る
原
子
炉
等
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
等
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
原
子
炉
設
置
者
等 

は
、
主
務
大
臣
の
許
可
等
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
主
務
大
臣
は
、
原
子
炉
等
の
位
置
、
構
造
及

び
設
備
が
核
燃
料
物
質
等
に
よ
る
災
害
の
防
止
上
支
障
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
等
の
基
準
に
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る
と

き
で
な
け
れ
ば
許
可
等
を
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
許
可
等
を
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当

該
基
準
の
適
用
に
つ
い
て
原
子
力
安
全
委
員
会
の
意
見
を
聴
き
、
こ
れ
を
十
分
に
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ

て
い
る
。
当
該
許
可
等
に
当
た
っ
て
の
主
務
大
臣
及
び
原
子
力
安
全
委
員
会
の
安
全
審
査
は
、
最
新
の
科
学
技
術
的
知
見
に

基
づ
き
行
わ
れ
る
。
な
お
、
当
該
審
査
の
内
容
は
、
科
学
技
術
庁
等
の
安
全
審
査
書
及
び
原
子
力
安
全
委
員
会
の
答
申
に
お

い
て
記
載
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
は
公
開
さ
れ
て
い
る
。 

再
処
理
施
設
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
固
化
処
理
施
設
（
以
下
「
固
化
処
理
施
設
」
と
い
う
。
）
の
設
置
に
つ
い
て
は
、
動
力
炉
・ 

 
 

核
燃
料
開
発
事
業
団
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
七
十
三
号
）
第
四
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
内
閣
総
理
大
臣
の
命
令

に
基
づ
き
、
動
力
炉
・
核
燃
料
開
発
事
業
団
（
以
下
「
動
燃
」
と
い
う
。
）
か
ら
「
再
処
理
施
設
の
一
部
変
更
に
係
る
安
全 

 
 

 

性
に
関
す
る
書
類
」
（
以
下
「
安
全
性
に
関
す
る
書
類
」
と
い
う
。
）
を
内
閣
総
理
大
臣
あ
て
に
提
出
し
、
昭
和
五
十
三
年 

 
 

九
月
二
十
日
付
け
で
安
全
上
支
障
が
な
い
も
の
と
認
め
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
安
全
性
に
関
す
る
書
類
に
お
い
て
は
、 

五 

 



 

「
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
充
て
ん
室
お
よ
び
エ
ク
ス
ト
ル
ー
ダ
室
に
は
、
炭
酸
ガ
ス
吹
き
出
し
設
備
を
、
貯
蔵
セ
ル
お
よ
び
ア
ス 

 
フ
ァ
ル
ト
貯
蔵
室
に
は
、
水
噴
霧
設
備
を
設
け
る
」
、
「
以
上
の
対
策
に
よ
っ
て
、
火
災
事
故
が
起
こ
る
こ
と
は
考
え
ら
れ 

 

な
い
が
、
万
一
に
備
え
て
、
火
災
報
知
機
、
消
火
設
備
等
を
設
け
て
、
重
大
な
事
故
に
至
ら
な
い
よ
う
に
す
る
」
と
記
載
さ

れ
て
い
た
。
ま
た
、
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
充
て
ん
室
に
炭
酸
ガ
ス
吹
き
出
し
設
備
と
と
も
に
水
噴
霧
設
備
を
設
け
る
こ
と
に
つ
い

て
は
、
原
子
炉
等
規
制
法
第
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
再
処
理
施
設
に
関
す
る
設
計
及
び
工
事
の
方
法
の
認
可
が

昭
和
五
十
四
年
十
二
月
二
十
四
日
付
け
で
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
、
水
噴
霧
ノ
ズ
ル
の
追
加
措
置
等
に
つ
い
て
は
、
同
法
第

四
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
再
処
理
施
設
に
関
す
る
設
計
及
び
工
事
の
方
法
の
一
部
変
更
の
認
可
が
昭
和
五
十
七
年

十
二
月
三
日
付
け
で
さ
れ
て
い
る
。 

御
指
摘
の
混
合
速
度
に
関
す
る
運
転
条
件
及
び
「
九
七
―
Ｍ
四
六
―
一
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
運
転
計
画
書
」
に
つ
い
て
は
、
法

令
に
基
づ
く
許
認
可
等
の
対
象
と
は
さ
れ
て
い
な
い
。 

現
在
、
固
化
処
理
施
設
の
消
火
設
備
の
設
置
等
に
つ
い
て
は
、
以
上
の
よ
う
な
事
実
を
踏
ま
え
、
安
全
審
査
の
在
り
方
を

含
め
、
「
東
海
再
処
理
施
設
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
固
化
処
理
施
設
に
お
け
る
火
災
爆
発
事
故
調
査
委
員
会
」
に
お
い
て
検
討
し
て 

い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

六 

 



 

二
の
2
に
つ
い
て 

二
の
1
に
つ
い
て 

日
本
原
燃
株
式
会
社
は
、
平
成
四
年
十
二
月
二
十
四
日
に
、
原
子
炉
等
規
制
法
第
四
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

六
ヶ
所
再
処
理
・
廃
棄
物
事
業
所
に
お
け
る
再
処
理
の
事
業
の
指
定
を
受
け
た
が
、
当
該
指
定
に
係
る
申
請
書
に
お
い
て
記

載
さ
れ
て
い
る
再
処
理
を
行
う
使
用
済
燃
料
の
種
類
に
は
、
使
用
済
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
長
期
計
画
に
お
い

て
は
、
民
間
第
二
再
処
理
工
場
を
、
軽
水
炉
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
も
再
処
理
が
可
能
な
も
の
と
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。 

「
原
子
力
の
研
究
、
開
発
及
び
利
用
に
関
す
る
長
期
計
画
」
（
平
成
六
年
六
月
二
十
四
日
原
子
力
委
員
会
決
定
。
以
下 

 

「
長
期
計
画
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
は
、
混
合
酸
化
物
燃
料
（
以
下
「
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
」
と
い
う
。
）
を
再
処
理
す
る
こ
と 

 
 

 

に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
等
の
リ
サ
イ
ク
ル
の
回
数
は
想
定
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
そ
の
よ

う
な
回
数
を
定
め
る
基
準
は
な
い
。 

原
子
力
安
全
委
員
会
が
平
成
七
年
六
月
に
発
電
用
軽
水
型
原
子
炉
施
設
に
用
い
る
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
の
核
分
裂
性
プ
ル
ト
ニ
ウ

ム
の
富
化
度
を
八
パ
ー
セ
ン
ト
ま
で
と
す
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
プ
ル
サ
ー
マ
ル
の
安
全
審
査
を
行
う
旨
決
定
し
た
と
の
事

実
は
な
い
。 

七 

 



 

 

八 

燃
焼
度
が
ト
ン
当
た
り
三
万
メ
ガ
ワ
ッ
ト
日
以
上
の
使
用
済
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
の
再
処
理
の
実
績
と
し
て
は
、
平
成
四
年
に
、

フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
燃
焼
度
が
ト
ン
当
た
り
約
三
万
か
ら
四
万
メ
ガ
ワ
ッ
ト
日
の
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
約
六
・
八
ト
ン
が
再
処
理

さ
れ
た
と
承
知
し
て
い
る
。 

国
内
に
お
け
る
商
業
的
規
模
で
の
軽
水
炉
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
の
再
処
理
に
関
し
、
長
期
計
画
は
、
軽
水
炉
Ｍ
Ｏ
Ｘ
燃
料
の
再
処

理
も
可
能
な
民
間
第
二
再
処
理
工
場
の
建
設
計
画
に
つ
い
て
、
二
千
十
年
頃
に
再
処
理
能
力
、
利
用
技
術
な
ど
に
つ
い
て
方

針
を
決
定
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。 


